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2007年 11 月 6 日－米国ニューヨーク州ニューヨーク市発 

アホールド証券集団訴訟の和解における原告に関する重要情報 
 
米国地方裁判所メリーランド区により任命された原告側主任弁護士である法律事務所の
Entwistle & Cappucci LLP は、米国における Royal Ahold N.V.（以下「アホールド」）に対する
集団訴訟の和解に参加すべく提出された請求に関する情報の本プレスリリースを発行します。 
 
米国地方裁判所メリーランド区のキャサリン・C・ブレイク裁判官により発令された 2007 年 10

月 3 日付の命令に従い、裁判所選任管理人は、裏付けのある有効な請求書式を提出した集団訴
訟団員に対するアホールド正味和解基金からの支払金の分配を開始します。集団訴訟団員は、
小切手または電子送金（EFT）により和解支払金を受領することになります。原告は、正しい
口座番号およびそれに関連する諸情報を提供している場合に限り、電子送金により支払われま
す。完全で正確な銀行口座情報を提供しなかった原告は、小切手により支払われます。請求管
理人からの通知を受理していない原告は、本人の請求が拒絶されることになることが示唆され
ることから、和解支払金について本人の郵便または銀行口座を注視すべきです。      
 
2007 年 10 月 3 日付の裁判所命令により正式承認された和解支払金は、アホールド正味和解基
金からの初回の分配を表します。和解支払金が 300 ドル（約 209.00 ユーロ）を超える集団訴訟
団員は、今後約 12カ月間以内に 2 回目の和解支払金を受領します。    
 
アホールド和解基金は、財務省規則第 1.468B-1 条～同 1.468B-5 条に定義される「適格和解基
金」です。集団訴訟団員が受領する和解支払金の税務上の取り扱いは、受領者の納税者として
の立場および本人の当該投資の取り扱い方に基づき、さまざまに異なります。従って、当法律
事務所は、受領者全員にとって適切な納税申告の判断、または個人の税務に関する助言の提供
を行うことはできません。正味和解基金からの正味和解基金からの分配の税務上の取り扱いは
受領者各人の責任となります。当該分配がもたらし得る税務上の結果的影響の判断は、受領者
が各自の税務顧問に相談すべきです。 
 
和解支払金を小切手で受領する原告は、小切手の有効期限が発行日から 180 日間であるため、
速やかに現金化する必要があります。住所変更を行った場合、またはなんらかの質問がある場
合は、本人宛添付書類に記載されているいずれかの電話番号にお電話いただくか、書面により
下記の住所宛で和解管理人までご連絡ください。 
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In re Royal Ahold N.V. Securities and Erisa Litigation 

c/o The Garden City Group, Inc. 
Claims Administrator 
P.O. Box 9000 #6378 

Merrick, NY 11566-9000 
U.S.A. 

 

国名 フリーダイヤル 
オーストラリア 0011 800 1020 4060 
オーストリア 0800 296107 
ベルギー 00 800 1020 4060 
カナダ 1.888.410.0027 

デンマーク 00 800 1020 4060 
イギリス 00 800 1020 4060 

フィンランド 00 800 1020 4060 
00 800 1020 4060 (France Telecom) 

40 800 1020 4060 (TELE 2) 
50 800 1020 4060 (Omnicom) 

70 800 1020 4060 (Le 7 Cegetel) 

 
 

フランス 
 
 
 90 800 1020 4060 (9 Telecom) 

ドイツ 00 800 1020 4060 
香港 001 800 1020 4060 

アイルランド 00 800 1020 4060 
イタリア 00 800 1020 4060 
日本 010 800 1020 4060 

リヒテンシュタイン 
809.2288, ask to be connected to 

800.467.8208 
ルクセンブルグ 00 800 1020 4060 

オランダ 00 800 1020 4060 
ノルウェー 00 800 1020 4060 
ポルトガル 00 800 1020 4060 

スコットランド 00 800 1020 4060 
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001 800 1020 4060 (Singtel IDD) 
002 800 1020 4060 (MobileONE IDD) 

008 800 1020 4060 (Starhub IDD) 
013 800 1020 4060 (Singtel Budget 

Call) 

 
 

シンガポール 
  
  
  
  018 800 1020 4060 (Starhub I-Call) 
 019 800 1020 4060 (Singtel V019) 

スペイン 00 800 1020 4060 
スウェーデン 00 800 1020 4060 

スイス 00 800 1020 4060 
米国 1.888.410.0027 

International Toll 
Number + 1.941.906.4864 

 
# # # 

 
/連絡先：報道関係のみ：集団弁護士 Andrew J. Entwistle、Entwistle & Cappucci LLP、+1(212) 894-7200 

/URL：http://www.AholdSettlement.com  

/SOURCE：米国メリーランド地区地方裁判所 


